
　 　

石巻市行政不服審査会
（市の附属機関：法律又は行政に関して優れた識見を有する者で構成された第三者機関）

・審査庁の諮問を受け、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求につ
いての審査庁の判断の妥当性をチェックする。

審査請求に係る事務手続の流れ

審査請求人 処分庁（市長等）
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（原処分に関与していない職員で、原則
として審査請求先となる部局の課長等
の中から指名される）

・審理手続を主宰し、審査
請求の対象となっている処
分等の適法性・違法性又
は妥当性・不当性を検討
する。

・審理員意見書を作成し審
査庁に提出する。

⑦答申

③審理員の指名

⑥諮問

⑤審理員意見書

①処分・不作為

②審査請求

④審査関係人による主張・証拠資料提出等

※審査庁は、審理員の意見書、

審査会の答申を基に裁決書を

作成する。

⑧裁決


